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1

1㸬はじめに

19 世紀中葉のアメリカ作家，ハーマン・

メルヴルは，ᙼの第 3 作目で，1849 年

に発表された『マーデ』(Mardi: And a 
Voyage Thither) を，それ以前の 2 作，す

なわち，『タイࣆー』(1846) と『オムー』

(1847) の続編とはみなしていなかった 1。

メルヴルは，編集者のジョン・マࣞーに

ᐄてた書簡のなかで，『マーデ』が，自

らの༡ὒでのෑ険を下ᩜきにした「かなり

本格的なロマンス（Ҹ空想物語）」になる

だろうと予告している 2。

『タイࣆー』にせよ，『オムー』にせよ，

メルヴルと同時代の読者らは，それらの

“authenticity （͇信㢗性・真正性）に念を

ᢪきがちだった。ᙼらにとっては，それら

が信用できるものかどうか，または，本物

かどうかが重要だったのだ。しかしながら，

メルヴルとしては，『マーデ』が，た

んなる༡ὒものの体験記として受容される

ことだけは避けたかったのだろう。実際，

『マーデ』の͆Preface͇において，メル

ヴルは，先ほどの書簡の͆a romance of 

Polynesian adventure͇という言葉を⧞り返

しつつ，次のように述べている。

“NOT LONG AGO, having published two 
narratives of voyages in the Pacific, which, in 
many q uarters, were received with incredulity, 
the thought occurred to me, of indeed writing 
a romance of Polynesian adventure, and 
publishing it as such; to see whether, the fiction 
might not, possibly, be received for a verity: 
in some degree the reverse of my previous 
experience. This thought was the germ of 
others, which have resulted in Mardi. New 
York, January, 1849” (xvii).

「しばらく以前，太平ὒの航海記 2 巻を

公けにせしところ，多方面にて信៰性を

われたかに見えࡠ。さればまことのロ

マンスによる，࣏リネシアෑ険㆓を⥛るも

また一⯆ならんと思い立ち，かくはロマ

ンスとして発表する次第。されば，構

もまた真なりと受け取られるや否や。著

者既 の経験は，その㏫を真なりとする

ഴきなきにしもあらず。ほかにさまざまの
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思いあれど，以上が思いの芽なれば，こ

れらを⧳めてここに『マーデ』1 巻とす。

1849 年 1 月　ニࣗーヨークにて。」

メルヴルは，͆ the reverse of my previous 
experience͇という言葉によって，『マーデ

の読み手の前提をᣄ否していると言え『

よう。この言葉が暗示するのは，読み手が

前提とする「（⯪りであり，書き手でも

ある人物の）経験」と「（その経験をもと

にした）信用できる・本物の書物」という

結びつきを「ひっくり返すこと」だと考え

られるからだ。では，メルヴルの研究者

らは，『マーデ』をいかなるものとみな

してきただろうか。

『マーデ』は，その難解さがゆえか，

メルヴル研究者らによって，盛んに論じ

られてはこなかった。とは言っても，それ

が取るに㊊らない作品なのかと言えば，そ

うではないだろう。1978 年になって，く，

『マーデ』の作品としての魅力が明らか

になってきた。その年，ᢈ評家のリࣕࢳー

ド・H. ࣈロドヘッドが，͆ Mardi: Creating 
the Creative͇というᢈ評を発表した。ࣈロ

ドヘッドは『マーデ』を単なるドキࣗメ

ンタリーとみなさず，そのクリ࢚イテヴ

，ロドヘッドはࣈ。に╔目しているテ

『マーデ』を，メルヴルの自ఏ的小説

(1852)『ール࢚ࣆ』 と比べつつ，次のよう

に述べている。͆ Where Mardi images itself 
as a strong grain ripening into a rich harvest, 
Pierre is haunted by the spectacle of failed 
maturation” (170). このࣈロドヘッドのᢈ評

から，およそ 20 年後，ᢈ評家の࣏ール・

ギࣞスが͆Bewildering Intertanglement͇を

発表している。ギࣞスは『マーデ』につ

いて次のように評している。͆ Mardi. . . is a 
satirical allegory that once again uses the form 
of a voyage to subvert local pieties which have 
become reified and institutionalized through 
established custom” (231). こうして『マーデ

カルな側面にも注目が集まリテ࣏の『

るようになった。

本稿では，このような『マーデ』をめ

る議論のኚ㑄を念㢌に起きつつ，『マーࡄ

デ』が『タイࣆー』と『オムー』の単な

る続編ではないことを͆subject͇をキー࣡

ードに検討していきたい。この͆subject”
という語に，さまざまな用法や意味合いが

あることは，よく知られている。『マーデ

における͆subject͇と言った時に，ま『

ず思いつくのは，その語りの「主体」や語

り手の「私」のことである。ただ，⯆味深

いのは，のちに論ずるように，この『マー

デ』における語り手の「私」はࣖールと

いう⯪りと࣌アになっているのである。

語り手の「私」が，ᤕ㪒⯪から⬺出する際

にも，さらに言うならば，それ以㝆のෑ

険を『マーデ』という創作物にする際に

も，このࣖールという人物ീは，大きな役

割を果たしていると言える。語り手の「私」

は，時として（例えば，ᤕ㪒⯪からの⬺出

時に）ࣖールにその身を委ねてしまってい

る。そうした時に，一体，語り手の「私」

とࣖールのうちのどちらに主体性を認める

ことができるのかが，分からなくなってし

まうのである。こうした，「主」と「従」

が入れ᭰わってしまうようなところに『マ

ーデ』のクリ࢚イテヴテを見出す

ことができるのではないか。

  　  ⪽  弘

－ 2 －
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2㸬ࣖーࣝ㸪࠸ࡿ࠶は࢝ࢫࠕேࠖ

『マーデ』の認知度を考慮し，まずは，

そのプロットを振り返っておこうと思う。

語り手の「私」は，「北ᩯ」というᤕ㪒⯪

で 3 年を過ごし，㪒を㏣うことにうんざり

しているが，⯪長はさらに㪒を求めて，༡

海から北上し，カムࣕࢳッカ海ᇦへ向かお

うとする。「私」はࣖール（あるいはジࣕ

ール）とともに⯪の࣎ートをዣって⬺㉮す

る。⬺㉮から 16 日目，ࡰろࡰろのᕹ⯪を

見つけ，それに近づきり㎸む。ᕹ⯪には，

༡ὒ人のኵ፬，サモアとアナトウがって

いた。その後，4 人で航海を続けていたが，

ᔒに㐼㐝し，アナトウが大波に㣧まれてし

まう。他の 3 人は，保存していた࣎ートに

り⛣ってᔒの難を㏨れる。ᬻくして，天

ᖥを張ったカࢾーに出会う。そのカࢾーに

近づくや否や，それを₈ࡄᓥ人らと㜚に

なる。カࢾーに㊴びった「私」は，天ᖥ

のうちに☐║金㧥の⨾少ዪ，イラーを認め，

ᙼዪをさらう。㜚中，「私」は，ᓥ人た

ちの父ぶである，アリーマという聖職者を

ẅめてしまう。その後，一行は，マーデ

海ᇦのᓥの 1 つ，オドに上陸する。「私」は，

ᓥ民らに，ࢲジ（㸻神）の再⮫として㏄え

られ，ᓥの王，メデアも「私」を㈱客と

してもてなす。ある日，「私」は，イラー

を見つめるしい視⥺をឤじる。同じマー

デ海ᇦのᓥであるフロジーラのዪ王にし

て，㯮い目・㯮い㧥をしたዿዪ，࣍ーテ

アの視⥺があった。イラーはጼを消してし

まう。「私」は，ᙼዪを᥈し求め，マーデ

の世界を᪑する決意を固める。ࣖールと

サモアに加えて，マーデの歴史家のモ

ヒ，リ人のࣘー࣑，ဴ 学者ࣂࣂランジࣕー，

さらに，王メデアが同行することにな

る・・・。

と，『マーデ』のプロットを書き記し

てみたものの，書けば書くだけ，その難解

さが際立ってしまう。ひとまず，語り手の

「私」がᤕ㪒⯪からの⬺出を決意したこと，

その際に「私」がࣖールという名の⯪り

の力をりたことをᢕᥱしておいて㡬きた

い 3。語り手の「私」とࣖールとの結びつ

きは，メルヴルが 1851 年に発表した『ⓑ

㪒』における，語り手の「私」であるイシ

ࣗメイルとクイークェッࢢとの関係を連想

させる 4。『マーデ』の語り手の「私」は，

自らとࣖールは互いに好意を持っていた

という。͆ Now, higher sympathies apart, for 
Jarl I had a wonderful linking;  for he loved me;  
from the first had cleaved to me” (13).「とこ

ろで，高い次ඖでの心の共ឤは別として，

はこのࣖールが不思議なくらい好きだっ

た。奴もが大好きで，初めからについ

て離れなかった。」語り手の「私」が大好

きなࣖールという⯪りは，一体，どのよ

うな人物なのだろうか。『ⓑ㪒』において，

イシࣗメイルがその相方のクイークェッࢢ

について，͆ There was excellent blood in his 
veins — royal stuff” (Moby-Dick, 55) と述べて

いるのにఝて，『マーデ』の語り手の「私」

もࣖールの⾑➽に言及している。

“Jarl hailed from the isle of Skye, one of the 
constellated Hebrides. Hence, they often called 
him the Skyeman. . . .  Yet Jarl, the descendant 
of heroes and kings, was a lone, friendless 
mariner on the main, only true to his origin in 
the sea-life that he led. But so it has been, and 
forever will be” (12).

ハーマン・メルヴル『マーデ』における͆Subject”

－ 3 －
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「ࣖールの生まれは，あのᫍᗙを連ねる

⩌ᓥ，へࣈリデーズ，かつての北欧のぞ

者のᓥ，スカイᓥだ。だから，ⓙは奴のこ

とをࠓスカイ人ࠔと呼んでいた。（中略）

だがࣖールは，ⱥ雄と王の子Ꮮながらも，

天ᾭᏙ独な海の行㊰者だった。ただ，今の

ように海上ᬽらしをすることによって，ఏ

ᢎにṥじようとしていたんだ。今だけじࡷ

ない。これまでもそうだったし，ᮍ来もき

っとそうするだろう。」

語り手の「私」にとって，ࣖ ールが「ⱥ雄」

または「王」の末⿰であることは重要だろ

う。ࣖールは，語り手の「私」が不満をឤ

じているᤕ㪒⯪の「⯪長」に引けを取らな

い人物ീとして提示されている。語り手の

「私」にとって，ࣖールは，自らが置かれ

ている「⯪長と⯪員たち」という主従関係

から⬺༷する術を差し出してくれるヒーロ

ー的な人物ീだと言えるだろう。ࣖ ールは，

語り手の「私」が⯪長と取り結んでいた͆ be 
subject to͇の関係をᦂるがす人物ീなので

ある。

この引用において，ࣖールの⾑➽ととも

に注目すべきは，ࣖールの呼⛠である。語

り手の「私」は，ࣖールが「⣲ᩛな⪁⦎

水ኵ (a fine old seaman)」でありながらも，

ᙼが௰間内から「スカイ人 (the Skyeman)」
と呼ばれていたことを明かしている。⯆味

深いことに，語り手の「私」は，ࣖールの

呼⛠を紹介するのみに留めるのではなく，

ᙼと「空」との結びつきを読み手に༳象づ

けていくのである。以下の引用を一読して

みると，ࣖールは，その出自のせいで「ス

カイ人」と呼ばれていたのではなく，その

⣲振りがゆえに「スカイ人」と呼ばれてい

たのではないか，とすら思えてくる。

“THE SKYMAN seemed so earnest and 
upright a seaman, that to tell the truth, in spite 
of his love for me, I had many misgivings as to 
his readiness to unite in an undertaking which 
apparently savored of a moral dereliction. . . . I 
resolved freely open my heart to him;  for that 
special purpose paying him a visit, when, like 
some old albatross in the air, he happened to be 
perched at the fore-mast-head, all by himself, 
on the lookout for whales never seen” (16).

がとても厳⢔で๛毅な⯪ࠔスカイ人ࠓ」

りだとは思っていたのだが，に対するឡ

はឡとして，㐨ᚨ的には，これほどの義務

放Რを意味するㅛり事に，ᙼが手を㈚して

くれるかどうかについては，かなりの不安

があった。（中略）はໟみ㞃すことなく

心を開いて見せることに決めた。そこで，

この特殊な目的をもって，ある日ᙼが見果

てࡠ㪒を㏣って，前ᷚᕹのトップにただひ

とり，空を㣕ࡪ年⪁いし信天⩝みたいに᳇

まっている時を選んで，はゼねてみた。」

ࣖールまたはスカイ人は，͆ seaman͇で

ありながら͆ skyman͇でもある。その名が

「空」との関わりを示၀するだけでなく，

この引用において，ᙼは͆albatross͇に႘

えられてすらいる。S.T. コールリッジの『ᢛ

情ḷㅴ集』(1798) の巻㢌の物語リ，「⪁水ኵ

行 (“The Rime of the Ancient Mariner”) 」に

おける「⪁水ኵと信天⩝」のことを思い出

させなくもない。それにしても，ࣖ ールある

いはスカイ人が「空」との関わりを持ってい

ることの好ましさは，一体，何であるのか。

  　  ⪽  弘

－ 4 －
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“Now, in old Jarl’s lingo there was never 
an idiom. Your aboriginal tar is too much of 
a cosmopolitan for that. Long companionship 
with seamen of all tribes: Manilla-men, 
Anglo-Saxons, Cholos, Lascars, and Danes, 
wear away in good time all mother-tongue 
stammerings. You sink your clan;  down goes 
your nation;  you speak world’s language, 
jovially jabbering in the Lingua-Franca of the 
forecastle” (13).

「ところで，ࣖールおやじの国語には，

័用ྃというものがなかった。君のいう原

初の⯪りというのは，世界主義者なんだ

から，そんなものは超越しているんだ。ᙼ

は世界の種᪘と⯪にり年ஂしくも当直を

⤌むんだ。マニラ᪘，アンࢢロ・サクソン᪘，

ョロ᪘，ᮾインド᪘，デーン人。それがࢳ

いつしかẕ語によるཱྀྚりをすっかり☻⪖

してしまう。君は君の民᪘性をỿめる。君

の国家なんかⴠちてⴠちて海に消える。君

は世界の言語しかしࡷべらない。⯪㤳ᴥの

万国共通語でおもしろおかしく࣌ラ࣌ラや

るのさ。」

この引用からは，語り手の「私」が，イデ

ックではない言語をᕼ求していオマテ

る可能性が示၀されている。すなわち，あ

る特定の「民᪘」，ある特定の「国家」，さ

らには，ある特定の「័⩦」，『マーデ』

の語り手の「私」は，これらのものに⦡ら

れていない言語をᕼ求しているのだ。「⯪

㤳ᴥの万国共通語」という言葉は，「万国

共通語」が「海」に属しているかのような

༳象を受ける。しかしながら，その話し手

であるࣖールが「海」だけでなく「空」と

も関わりを持っていることを思い出すと，

語り手の「私」が，実のところ，この『マ

ーデ』という作品を，万国共通語が「海」

と「空」を㣕びうྂ代ギリシࣕ・ローマ

文学のླྀ事リに見立てようとしている可能

性が出てくるだろう。

ࣖールまたはスカイ人は，「万国共通語」

の話者であるとともに，「ヴァイキンࢢの

Ᏹᐂ形状学理論」の実㊶者でもある。語り

手の「私」は，先ほど引用した部分のすࡄ

後で，次のように述べている。

“For geography, in which sailors should be 
adepts, since they are forever turning over and 
over the great globe of globes, poor Jarl was 
deplorably lacking. According to his view of 
the matter, this terraq ueous world had been 
formed in the manner of a tart;  the land being 
a mere marginal crust, within which rolled the 
watery world proper. Such seemed my good 
Viking’s theory of cosmography” (13).

「地理学は，⯪りが通ᬡしていなくて

はいけない学問なんだ。なにしろ年がら年

じࡹう，大いなる地球のそのまた球を㌿

がしてはめくり，めくっては㌿がしていな

くちࡷならないんだから。なのにࣖールは

その地理学が情けないほどⱞ手だった。奴

の物の見方というのによれば，この地球と

か⛠する球体はタルトみたいな形をしてい

るのであって，陸はただ周㎶のおりに過

ない。その中心では，原初の水ₕく世界ࡂ

がたゆとうているというんだ。これがの

，ヴァイキンࢢのᏱᐂ形状学理論だった

ように見えた。」

ハーマン・メルヴル『マーデ』における͆Subject”

－ 5 －
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この引用から明らかであるように，語り手

の「私」は，ࣖールまたはスカイ人に，ま

だ見ࡠ「万国共通語」や「ヴァイキンࢢの

Ᏹᐂ形状学理論」の担い手として，大きな

期待を寄せている。そして，語り手の「私」

は，ࣖールまたはスカイ人に導かれて，ク

リ࢚イテヴな創作ά動を行っていく。

3. యの᩿∦

「外科་科大学のための一章」と名付け

られた第 24 章では，アンナツーが「サモ

アのയつける⭎ (Samoa’s wounded arm)」 を
切りⴠとす，という衝ᧁ的とも言える場面

がᥥき出されている。読み手は，ここで改

めて「主体」というものについて考えさせ

られることになる。

“But shall the se q uel be told?  How that, 
superstitiously averse to burying in the sea 
the dead limb of a body yet living;  since in 
that case Samoa held, that he must very soon 
drown and follow it;  and how, that eq ually 
dreading to keep the thing near him, he at last 
hung it aloft from the topmast-stay;  where yet 
it was suspended, bandaged over and over in 
cerements. The hand that must have locked 
many others in friendly clasp, or smote a foe, 
was no food, thought Samoa, for fowls of the 
air nor fishes of the sea” (78).

「サモアがいかにして⭎をྞるすに⮳っ

たのか。その後日ㄯをどうしても語れとい

うのかい㸽ᙼが，まだ生きている⫗体のṚ

んだᅄ⫥を海にⴿるのを，どうして㏞信的

なまでに嫌ったかって㸽それは，そんなこ

とをすると，サモアがいうには，自分もす

にその後を㏣わなければならないからࡄ

さ。ᙼは，その物を自分の近くにおくのを

ᜍれ，とうとうᷚ㢌の支⣴にྞしてしまっ

た。それは，今もなお経ᖕ子にࡄるࡄる巻

きにされてᐂྞりのままだ。多くのឡする

ものをᢪき，またはᩛをᡴちಽした手は，

空の㫽も㣗わねば，海も㨶も㣗わないとサ

モアは考えたからさ。」

通常であれば，衛生上の理由から，「Ṛ

んだᅄ⫥」は⯪上から海へと投げ入れられ

るはずである。しかし，ᅄ⫥は「ᷚ㢌の

支⣴」からྞるされることにより，͆ food”
ではない何か別のものになってしまうので

ある。以下の引用では，「主体」が断∦と

化してしまう可能性が示၀されている。

“Now, which was Samoa?  The dead arm 
swinging high as Haman?  Or the living trunk 
below?  Was the arm severed from the body, or 
the body from the arm. . . . For myself, I ever 
regarded Samoa as but a large fragment of a 
man, not a man complete” (78).

「さるにても，サモアはいずれなりしや㸽

ハマンのごとく高々ྞるされている，Ṛん

だ手なのか，それとも，下にṧっている⬗

体なのかい㸽⭎が⫗体から別れたのか，ま

たは⫗体が⭎から別れたのかい㸽（中略）

の考えはというと，はサモアを大きな

⫗の断∦だと考えていた。完全な人間では

ない。」

『マーデ』の⯆味深さは，いわゆる「航

海記」において「主」であるはずの「海」と，

  　  ⪽  弘

－ 6 －
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7

それに対して「従」であるはずの「空」と

の関係が㏫㌿する可能性が示၀されている

点にあるだろう。その「空」において「サ

モアのṚんだ手」は「主」となり，「大き

な⫗の断∦」はそれに「従」ってしまうの

である。

4. ⤊わりに

メルヴル研究者，ハーシェル・パーカー

は，「マーデ」という言葉が「༡海（の

ちの太平ὒ）」のྂい地図に書かれた͆Mar 
di Sur͇に由来している可能性を指摘す

る。この͆Mar di Sur͇という言葉，ある

いはこれにఝた言葉の初出は，16 世紀末

の地図制作者，アࣈラハム・オルテリウス

による͆Maris Pacifici͇という地図だろう

（図㸯）。この地図上の͆Mar del Z ur͇とい

う言葉は，ス࣌インの᥈検家で，ヨーロッ

パ人で初めて太平ὒに㎺り╔いたࣂスコ・

アが，1513࣎ルࣂ・ーニェス・デࢾ 年に

太平ὒを命名する際に用いた͆Mar del Sur 
(the South Sea)͇をもとにしていると推察

される。

メルヴルの『マーデ』の語りの「主

ハーマン・メルヴル『マーデ』における͆Subject”

－ 7 －

図 1． “Maris Pacifici,(quod vulgò Mar del Zur)” by Abraham Ortelius (1527–1598).
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体」または語り手の「私」が，こうした大

航海時代のヨーロッパのෑ険者や地図制作

者が行ったような「発見」や「命名」，「ᥥ」

を実行できているのか，と言えば，そうと

は言い難い。語り手の「私」は，ࣖールま

たはスカイ人に身を委ねることで，信㢗で

きる情報がワまった航海記の書き手として

の航海者という立場を取らずにいるからで

ある。「地図」ということで言えば，ࣖー

ルまたはスカイ人は「ヴァイキンࢢのᏱᐂ

形状学理論」の持ち主であった。そして，「万

国共通語」の使い手ではあったが，ある特

定のぞ権的な言語の使用者ではなかった。

このࣖールあるいはスカイ人に付き従う

なかで，語り手の「私」は，主体が断∦化

される場面に㐼㐝する。ᙼは，アンナツー

によって手を切りⴠとされたサモアを，い

や，手から切り離されたサモアを，大きな

断∦とみなす。「完全な人間」であるかに

見える作中人物を，創っては壊してしまう

こと，あるいは，創っては消しཤってしま

うこと。『マーデ』における創作ά動と

は，この 2 つのά動を合わせたもののこと

を指しているのかもしれない。

ཧ⪃ᩥ⊩
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ハーマン・メルヴル『マーデ（上）』（メルヴ

ル全集 3）ᆏ下᪼訳（国書刊行会）1981 年

----. 『マーデ（下）』（メルヴル全集 4）ᆏ下᪼

訳（国書刊行会）1981 年

1　 本稿は，2019 年に開ദされた⟃波大学アメリカ

文学会 3 月例会におけるཱྀ㢌発表の原稿をもと

にしている。原稿に加筆・修正をするにあたり，

同年に開ദされた日本アメリカ文学会ᮾி支部

11 月・12 月例会のཱྀ㢌発表の原稿を参↷してい

る。いずれの発表の際にも，多くの方々から発

表に関する大ኚ㈗重なコメントを㡬くことがで

きた。この場をりて御♩を申し上げたい。な

お，『マーデ』の邦訳は，すべてᆏ下᪼訳を使

わせて㡬いた。

2　 “To be blunt: the work I shall next publish will 

in downright earnest a ‘Romance of Polynisian 

Adventure’” (Correspondence, 106). さらに，メル

ヴルは，この書簡のなかで͆a real romance of 

  　  ⪽  弘

－ 8 －
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mine is no Typee or Omoo, & is made of different 

stuff together” (106) と述べてもいる。

3　 以下の引用の通り，語り手の「私」が「り⤌ん

だのは，どっかよそにいくため」であった。ど

こかで㤶㪒をᤕまえることを念願していたの

である。͆͂Captain,’ said I, touching my sombrero 

to him as I stood at the wheel one day, ‘It’s very 

hard to carry me off this way to purgatory. I shipped 

to go elsewhere’” (6).

4　 なお，イシࣗメイルは，自らとクイークェッ

との関係について，次のように述べていࢢ

る。͆ UPON WAKING NEX T MORNING about 

daylight, I found Q ueeq ueg’s arm thrown over me 

in the most loving and affectionate manner. You had 

almost thought I had been his wife” (25).

ハーマン・メルヴル『マーデ』における͆Subject”

－ 9 －
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1　はじめに

政府は，国家安全保障にかかわる先端技

術（以下，機微技術という。）の特許出願

について非公開とする制度を導入する方針

だという 1。これは諸外国においては「秘

密特許 (Geheimpatente)」等と呼ばれる制度

である。この制度については，政府がこの

方針を明らかにする数ヶ月前に，知的財産

や安全保障の専門家らによる技術安全保障

研究会がその必要性を提言しており 2，さ

らにそれよりも数年前に，原子力分野から

の問題提起がみられるが 3，比較的容易に

入手・閲覧できる文献での言及はそれほど

多くはないようである。

筆者はかねてより防衛法制に関心を持っ

ており，その流れにおいて機密情報や機微

技術の流出を防止する法制の整備にも目を

向けてきた。このような視点から，かつて

わが国でも実施され 4，現在，諸外国で実

施されている 5 秘密特許制度の導入にも肯

定的であるが，この制度は防衛技術だけで

なく民生技術にかかる発明者および特許出

願者の自由及び権利を制限する側面もある

ことから，否定的な声があがることも予想

される。そこで本稿では，特許権の法的性

格からして，秘密特許制度は日本国憲法の

もとで許容されうる制度であることを確認

しようと思う。

2　特許の法的性格

（1）特許制度の沿革

まず，特許の法的性格を明らかにするた

め特許の歴史をごく簡単に振り返る。発明

者が一定期間その発明を独占的に実施でき

ることを特許とするならば，それは人々に

権利意識が芽生えるよりも前，1236 年の多

色模様織物に関する特許が世界最初である

といわれている 6。その後，200 年ほど記

録が途絶えた後，15 世紀中葉，ヴェニスに

おいて体系的な特許制度が整備され，16 世

紀にはイギリスでも導入される 7。イギリ

スでは国王の大権によって，発明に限らず

様々な特許（独占権）が与えられていたが，

それが発明に向けられるようになり，ジェ

ームズ 1 世による「恩恵の書」などを経て，

1624 年に専売条例が制定された 8。この時

� 日本大学理工学部一般教育教室彙報　第110号　2021 年 ,��11－22 頁

－研究ノート－

－ 1 －
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代は，ジョン・ロックが君権神授説を否

定し，人々の平等と，その人々が生命，自

由，財産についての自然の権利を有するこ

とを論じる『統治二論』（1690 年）を著す

前であり，特許については，おそらく人々

に権利意識はいまだなく，国王の大権の

ひとつとして理解されていたと思われる。

ロックの影響を受けたアメリカは，1776
年にイギリスからの独立を宣言すると，

1788 年には合衆国憲法を制定し，その第 1
条 8 節 8 項には連邦議会の権限として「著

作者及び発明者に，その著作物及び発明に

対する独占的な権利を一定期間保障する

ことにより，学術及び有益な技芸の進歩

を促進すること 9」を規定した。このよう

な規定が憲法におかれたのは，アメリカは

建国当時から科学を重視しており発明が

盛んで 10，特許制度の有用性が認められて

いたものの，イギリスとは異なり国王を戴

かない国家であることから，発明を保護す

る権限を有する機関を明確にする必要があ

ったからと考えられる。

（2）特許の法的性格

国王の大権のひとつであったイギリスは

もとより，ロックが人権思想を説いてか

ら 100 年が経ち，人々に権利意識が十分に

育っていたと考えられるアメリカにおいて

も，特許は個人の自然の権利としてではな

く，あくまで国家による発明者保護制度と

して認められるものであった。もともとア

メリカの憲法制定者は，憲法の条文全体

が新政府の権力を厳しく制限している以

上，人々の自由を宣言する権利章典は必ず

しも必要ではないと考えていたが，当時駐

仏大使だったジェファソンの「この地球上

のどのような政府に対しても，国民が持つ

権利」は明記されるべきという指摘があ

ったこともあり 11，1791 年から 1793 年に

かけて，憲法と一体をなすものとして権利

章典を制定した。合衆国憲法修正 1 条から

修正 10 条にかけての規定がそれであるが，

この修正条項において規定されているの

は，国家から侵害されない国民の自由であ

って，自由の保障から離れて国家に対して

一定の保護を要求する権利は規定されてい

ない。つまり権利章典から導かれるのは，

自由な研究によって創出された発明を自由

に使用することが国家によって妨げられな

いということであって，国家から発明の排

他的独占的実施を保護してもらう権利は当

然には生じない。したがって特許は，発明

者が自然発生的に獲得するものではなく，

国家がその発明を必要と認めた限りで政策

的に保護を与えるものなのである。

特許が人の自然の権利ではないにもかか

わらず，世界の多くの国家が特許制度をお

くのは 12，発明が自国の産業を発達させる

のに有益であるからである。国家にとっ

て，発明に排他的独占的権利を与えること

は，発明を促すために栄典を与え，報奨金

を給付するよりも，最も簡単かつ安価な制

度である。その安価な制度のわりに，発明

者は，その能力次第で，発明にかかった経

費を回収できるばかりか，それ以上の利益

を得ることも可能である。アメリカ合衆国

商務省（旧特許庁）の玄関には，奴隷解放

の父として知られるだけでなく，自ら特許

を取得したこともあるリンカーンの「特許

制度は天才の炎に利益という油を注いだ。」

(THE PATENT SYSTEM ADDED THE FUEL 
OF INTEREST TO THE FIRE OF GENIUS.)

天  野  聖  悦

－ 2 －
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という言葉が刻まれていることはよく知ら

れている 13。しばしば引用されるこの言葉

は，特許が発明の誘因となり，産業をさら

に発展させる火力となることを端的にあら

わしていよう。

また，時間や経費をかけて完成させた発

明を，何ら労しない他人に模倣されること

を嫌い，秘密に発明を実施しようとする発

明者にその発明を開示させる効果も期待で

きる。このとき，発明の公開の代償として

特許が機能することになる。しかし，秘密

でいることが特許による利益を上回る場合

には，当然，公開されず産業の発達に寄与

しない。発明の公開・非公開を決定するこ

とは自然権であり，非公開を選択する者に

対して国家は公開を強制することはできな

い。発明者が公開したくなるような制度に

よって公開を促すことしかできないのであ

る。また，発明をしても，それを自ら実施

できない者にとっては，公開は代償ではな

く，実施者を募る手段あるいは利益を得る

手段ということになる。これらの場合，必

ずしも特許は，発明を公開することによっ

て得ることのできなくなる利益の代償とな

るわけではない。

さらに，特許情報が公開されていること

で，特にインターネットによって情報の入

手が容易になった現代においては，発明者

が，すでに他で行われた同様の技術開発に

重複して費用を投じることを回避し，直ち

に別の技術の開発を検討することが可能と

なるといった，排他的独占権とは異なる利

益も存在する。

ともあれ特許制度は，発明の奨励であっ

ても，発明の公開の代償であっても，ある

いは重複開発のリスク回避であっても，経

済的利益に関連して存在しているから 14，

発明を保護する政策は，必然，経済を中心

に据えることになる。

ところで，18，19 世紀には特許に自然

権的性格を認めることが支配的であったと

いう 15。この考え方は，1791 年のフラン

ス特許法が「総て新規なる思想にして，そ

の発表又は実施が社会に有用なるものは，

それを創作した者に原始的に帰属する。産

業上の発明をその創作者の所有物と認め

ざるは，人権の本質を侵害するものであ

る。」と規定していることに現れていると

いう 16。なるほど，発明者は，その発明に

かかった費用を回収し，さらにそこから生

み出される利益を独占したいと考えるの

は，自然のことである。しかし，自然法の

思想は，人に天賦の自由を認めるものであ

って，なんら特権を伴うものではない。発

明者が，その発明をどのように利用するこ

とも自由であるというだけである。その限

りで 1878 年のパリ万国工業所有権保護同

盟条約に関する国際会議において採用され

た「発明者や産業上の創作者のその作品に

対する権利は財産権であり，民法はこれを

創設するものではなく，ただこれを規制す

るだけである」という考え方 17 とも矛盾

しない。また，自然法思想やフランス革命

時の社会契約説に基づいて「人は社会に対

する有益な貢献の程度に応じて，本来社会

からその報酬を受ける権利を有する」とい

う考え方も存在した 18。この考え方は自然

法的受益権説と呼ばれているが，有益な貢

献とは何か，報酬とは何かを決定する機関，

つまり国家の存在を前提としている点で，

国家の存在を超越した自然法の思想とは相

容れない。

秘密特許制度について－憲法的視点から－

－ 3 －

02（11-22）天野.indd   13 2021/04/01   10:53:51



14

すでに特許が自然権的性格をもつことに

ついては，その理論上の欠陥が明らかにな

っており 19，否定されているが，発明の自

然権的性格はこんにちにおいても考慮され

るべき点もある。というのは，発明の先使

用権や発明者の意思によって非公開とされ

ている発明（いわゆるノウ・ハウ）の保護

は，発明の自然権的性格に基礎づけること

ができると考えられるからである 20。自然

法思想を採用する国では，発明の先使用権

は法律をもって徹底した先願主義を採用し

てもそれを制限することが許されず，秘密

にしている発明が不当に公開され，あるい

は使用された場合には所有権に対する侵害

と同様 21，国家はそれを回復する制度をお

かなければならないというようにである。

3　わが国の憲法と特許の関係

（1）大日本帝国憲法

欧米が発明を奨励していた時代，江戸時

代のわが国は発明を奨励するどころか，「新

規法度」（1721 年）によって発明が禁止さ

れていたが 22，国家の存続のため近代法制

度の導入が不可避となった明治時代には特

許の有用性が認識されていたようである。

大日本帝国憲法が制定される前，1867 年

には福沢諭吉によって欧米における特許制

度が紹介されており 23，1871 年には形式的

にはわが国最初の特許法とされる専売略規

則が制定されている。もっとも専売略規則

は，新発明か否かの判断にあたって，それ

を知る外国人やその通訳を雇用するのに莫

大な経費がかかるという理由で翌年には施

行が中止されるが 24，特許制度を求める声

に応じて 1885 年に実質的にわが国最初の

特許法となる専売特許条例が制定される。

専売特許条例第 5 条　軍用ニ必要ナリト認

メ又ハ広ク用ヒシムルコトヲ必要ナリト認

ムル発明ニハ農商務卿ニ於テ専売特許ヲ与

ヘス又ハ既ニ与ヘタルモノト雖モ之ヲ取消

スコトアルヘシ

前項ノ場合ニ於テハ農商務卿ニ於テ相当

ト認ムル報酬金ヲ其発明者ニ下付スヘシ

農商務省工務局『専売特許願人心得』に

よれば 25 ，銃砲弾薬等のように専ら海陸軍

に必要な発明に専売を許して製造を限定す

るとわが国の軍事の振張を妨げる原因とな

るため不特許または特許の取り消しとなり

うるのだという。また，不特許または特許

の取り消しの場合には，農商務卿から相当

額の報酬が下付されるが，軍用に必要な発

明には，海陸軍が譲り受けることで秘密に

管理することを企図していたようである 26。

大日本帝国憲法公布の直前，特許条例が

施行される。専売特許条例に比べて，「軍

事上秘密を要するもの」という規定がおか

れ，また，特許されても制限されうること

が規定された。

特許条例第 7 条　公益ノ為普及ヲ要スルモ

ノ又ハ軍事上必要ナルモノ若クハ秘密ヲ要

スルモノト認メタル発明ニハ農商務大臣ハ

特許ニ制限ヲ附シ若クハ特許ヲ与ヘス又ハ

既ニ与ヘタル特許ヲ制限シ若クハ之ヲ取消

スコトアルヘシ

前項ノ場合ニ於テ農商務大臣ハ相当ト認

ムル報酬ヲ発明者又ハ特許証主ニ与フルモ

ノトス

天  野  聖  悦
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フランス革命からちょうど 100 年を経

て，1889 年に大日本帝国憲法が公布され

た。近代憲法のもと 1899 年に制定された

特許法では，軍事上秘密を要するものにつ

いては，特許公報で公示されず（42 条），

特許に関する謄本も請求できないこととな

った（43 条）。また，「特許局長ニ於テ必

要ト認メタルトキ又ハ主務官庁ヨリ請求ア

リタルトキ」というように，秘密を決定す

る権限をもつ者が明確にされた。専売特許

条例も特許条例も，特許の公開については

例外規定をおいていなかったので，発明の

内容を秘匿するには，不特許とするしかな

かったが，ここに，わが国における秘密特

許制度が誕生したことになる 27。

特許法第 16 条　公益ノ為普及ヲ要スルモ

ノ又ハ軍事上必要ナルモノ若ハ秘密ヲ要ス

ルモノニ係ル発明ニシテ特許局長ニ於テ必

要ト認メタルトキ又ハ主務官庁ヨリ請求ア

リタルトキハ特許局長ハ特許ニ制限ヲ付シ

若ハ特許ヲ与ヘス

前項ノ場合ニ於テ政府ハ相当ノ報酬ヲ特

許出願者又ハ特許証主ニ与フヘキモノトス

ところで明治期，福沢諭吉や中江兆民ら

によって，わが国でも天賦人権の思想は知

られていたが，大日本帝国憲法は基本的人

権の思想を採用しなかったので，臣民の自

由は公益のために大きく制限されうるもの

であった。大日本帝国憲法 27 条は，財産

権について，「日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵

サルヽコトナシ」「公益ノ為必要ナル処分

ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」と規定したが，

この規定は，すでにフランス人権宣言 17
条が規定した「正当な補償」の思想を採用

しておらず，そのうえ法律の留保が存在し

たから，その意味では，個人の所有権とい

えども侵される危険性を有するものであっ

た 28 。加えて，大日本帝国憲法は平等に

関しては公務就任（19 条）について規定

されたのみであったから，国策による不特

許等について報酬を定めないことも否定さ

れなかった。それにも関わらず，特許法は

報酬の規定を設けていることについて，当

時の解説書には，「特定ノ事情ニ基キ特定

ノ発明者ニ公益ノ為ニ特別ノ負担ヲ命スル

カ故ニ其負担ヲ一般ニ均一ナラシムル精神

ニ依リ国民ノ租税ヨリ成ル国庫金ヲ以テ其

特別負担者ナル発明者ニ賠償金を与フルモ

ノナリ」と平等の観点から説明するものが

ある 29。これは，現行憲法 29 条 3 項の「正

当な補償」の考え方と同じものである。

この後，特許法は幾度か改正されながら

も 30，秘密特許制度は第二次世界大戦後の

特許法改正まで存続する。

（2）日本国憲法

日本国憲法は第二次世界大戦後の占領下

でアメリカ合衆国の主導で制定されたもの

であることは，すでに周知である。日本国

憲法の多くの規定がアメリカの法思想の影

響を強く受けているにもかかわらず，アメ

リカ合衆国憲法のように著作者や発明者を

保護する規定は日本国憲法にはみられな

い。アメリカが憲法を制定した時代とは異

なり，特許制度がすでに認識されるように

なった時代においては，憲法に規定するこ

とは不要であったからだと思われる。もっ

とも，憲法に規定がないとはいえ，わが国

の政府や帝国議会が発明等についてまった

く無関心であったというわけではなく，そ

秘密特許制度について－憲法的視点から－
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れについては日本国憲法制定の審議過程に

おいて学問の自由と財産権の規定との関係

で言及されている。

学問の自由は，真理を認識するための研

究の自由及びその研究の成果を発表する自

由を意味するが，日本国憲法の保障する学

問の自由は，単に大学における学者の学術

研究の自由だけでなく，広く個人の学問研

究の自由を保障するものである 31。基本的

人権として保障される自由であることか

ら，国家に対して，自由に学問をするため

の助成であるとか，自由に学問をするため

の地位や権限を請求する権利を根拠付ける

ものではない。国家から介入があった場合

に，その妨害を排除する権利である 32。審

議過程で，「特許を受ける権利」といった

ものを憲法で保障すべきという主張があっ

たわけではないが，アメリカ合衆国憲法を

引き合いに発明等，その自由を保障するだ

けでなく国家による奨励助長を規定すべき

という主張がなされている。これに対して

政府は，必要な程度で奨励助長するのは当

然であるという見解であった 33 。
財産権の保障との関係でもまた，アメリ

カ合衆国憲法を引き合いに，憲法上，特許

権を明記して保護すべきという主張がなさ

れている。これに対して政府は，大日本帝

国憲法は所有権を認めるものの著作権など

は憲法と無関係であったが，日本国憲法の

財産権ということばには著作権，特許権と

いった知能上の権利も含まれるものであ

り，わが国で著作権，工業所有権を尊重し，

擁護することは動きのない事実であるとし

て，特許権などを格別に規定することは不

要とする見解であった 34。

なお，こんにちにおいても，憲法 29 条

にアメリカ合衆国憲法の規定と同様の「知

的財産法の原理条項」を付加し，発明者

等の権利を明確に保障すべきとの声があ

る 35。本稿ではこの問題に深くは立ち入ら

ないが，前述のように国王を戴かないアメ

リカにおいては特許を付与する権限を憲法

で明記する必要があったのに対して，わが

国では，特許に関しては専売特許条例以来

の長い歴史があること，知的財産を保護す

ることが国家の維持・発展にとっても有用

であることは認識されていることから，あ

えてこれを他の財産権と区別し，憲法に規

定することに意義は見いだせない。

いずれにせよ，基本的人権の思想を採用

していない大日本帝国憲法はもとより，日

本国憲法制定時からこんにちまで，発明に

は当然に排他的独占的権利が付随するとい

う自然権的な考え方はとられていない。憲

法が規定する財産制度の一つとして，特許

制度が位置づけられるのであり，その内容

は，憲法に格別の保護規定があろうとも，

結局は政策的に決定されるものである。

4　秘密特許制度導入の留意点

発明者がその発明を自由に使用できるこ

とは自然の権利として否定できないが，そ

の発明に対して保護を与えるかどうか，保

護を与えるのであれば誰にどの程度の保護

を与えるのかは国家の政策次第である。し

たがって，秘密特許制度は通常の特許より

も保護が小さくなりうるが，それを導入す

るか否かも政策次第である。

秘密となりうる発明について技術分野ご

との個別の法律で指定するのか，あるいは

天  野  聖  悦
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一般的法律によって指定するのか，ドイツ

のように特許を付与して秘密にするのか，

あるいはアメリカのように審査を凍結する

のかといった制度設計の問題はさておき，

以下，憲法との関係で問題となりうるもの

を取りあげ検討する。

（1）条約との関係　

理論的にいかなる発明に対して特許を付

与すべきか，という点に関して普遍的な原

理は存在しないから，その判断は各国の産

業政策に依拠してきたが 36，1995 年に成

立した TRIPS 協定では，すべての技術分

野の発明について特許が与えられることに

なった（27 条）。わが国では条約が法律に

優位するから，WTO 加盟国に遵守が求め

られる TRIPS 協定がすべての技術分野の

発明について特許が与えられることを定め

ている以上，公の秩序，善良の風俗又は公

衆の衛生を害するおそれがある発明を除い

て（特許法 32 条），国内法によって，不特

許となる発明を設定することはできない。

したがって，国家安全保障上の問題がある

発明であっても，不特許によってその内容

を非公開とすることができないので，特許

の出願や内容の公開を制限する方法を採用

することになる。

（2）公開の原則と平等の原則

特許は国家が付与するものであるから，

特許を受けようとするものは国家に対し

て発明の内容を公開する義務を負う。か

つて国王が大権として特許を付与した時

代には国王がときには恣意的に特定の発

明者を保護することもあったであろうが，

日本国憲法は 14 条を中核とする種々の平

等原則を規定するから，特許査定にあた

っては政府に提示された発明の内容に対

して可能な限り客観的な基準によってい

わば機械的に判定がなされることが期待

される。しかし秘密特許は客観的に高度

な技術水準を満たしている発明に対して，

国策によって非公開とするものである。

これによって技術の一般公衆への公開が

一時的にであれ制限されることから，ラ

イセンス契約など公開によって得られた

はずの利益が得られないことになり，通

常の特許と比べて不平等となる 37。発明者

が自ら秘密特許になる可能性のある技術

開発をすることを選択したということを

考慮しても，実際に秘密に指定されるか

どうかは政府の判断になるから，秘密指

定がなされている期間に得ることが期待

される利益について補償する必要がある。

このような場合，大日本帝国憲法下の特

許法においても補償はなされていたが，

現行憲法 29 条 3 項は「私有財産は，正当

な補償の下に，これを公共のために用ひ

ることができる。」と，これを明記してい

る。この規定は不平等な犠牲を是正する

ためのもので 38，通説によれば権利者の

受忍限度を超えた「特別の犠牲」が認め

られる場合に補償を要するから，例えば，

原子力研究のすべてを非公開にする場合

には補償を要しないが，原子力研究のう

ち，国防上，秘密を要するものだけを非

公開にするのであれば補償を要するもの

と考えられる。「正当な補償」とはどの程

度なのかを決定することは困難であるが，

わが国は損失補償にかかる一般的法律が

存在しないから特許法において秘密特許

に対する補償規定を置くことを要する 39。

秘密特許制度について－憲法的視点から－
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なお，特許権の収用も理論上は可能であ

るが，国家が特許権を収用し，一般に利用

させる場合は別として，期間を限って秘密

にする場合には，収用する実益はないと思

われる。

（3）秘密の範囲

国家も特許を取得しているが 40，国家の

有する特許だからといってそれだけで秘密

として扱うことができるわけではなく，外

務省秘密電文漏洩事件（最高裁決定昭和

53 年 5 月 31 日刑集 32 巻 3 号 457 頁）や

特定秘密保護法において採用される「実質

秘」（非公知の事実であって，実質的にも

それを秘密として保護するに値すると認め

られるもの）によることになろう。

民間での発明が国家機密となりうる場合

については，特許申請してはじめてそれが

秘密を要するものであることが判明するよ

うなことがないように，一定の範囲の発明に

ついては秘密特許となりうることをあらか

じめ示しておくことになる。例えばドイツで

は，具体的には爆薬，弾薬，方位測定装置

などの軍備技術，核融合，プラズマといっ

た原子力技術，紙幣や有価証券の製造技術，

通信にかかる暗号技術が秘密特許となりう

ることが明らかにされている 41。これにより，

発明者は，自身の発明が，秘密特許となる

かもしれないことをあらかじめ知ることが

でき，その発明を継続するか，断念するか

を選択することが可能となり，不測の損害

を回避することができるようになる。

この秘密の範囲に属する技術の特許につ

いては，最初にわが国で特許申請すること

を義務付けることも必要になろう 42。

（4）特許を求めない発明の公開

日本国憲法上，財産権は，他者を害する

行使が制限されるほか，政策的に規制され

うる権利である。したがって，特許権も，

政策的な規制を免れず，申請された特許が

秘密に該当する場合，発明者及び申請者に

対して，秘密指定の期間が経過するまで公

開することを禁止することは可能であり，

特許申請後の無許可の公開に対して罰則を

科すことも否定されない。しかし，発明者

が特許を求めない場合，つまり，発明の自

由に基づいて，国家の安全保障に関わる発

明を公開する場合には，その公開を事前に

差し止めることは，事実上も，法的にも困

難である。この場合の発明の公開は，基本

的人権たる学問の自由（23 条）の内容を

なす研究発表の自由として，表現の自由と

同様，現行憲法では「立法その他の国政

の上で，最大の尊重」（13 条）が要求され

るからである。このとき，いかに公序良俗

に反する発明であっても，それが内心に留

まる限りでは絶対的に保障され，その発明

が外部に表れた場合にはじめて規制の対象

となる。これに対する規制は，通説による

と，人権相互の矛盾・衝突を調整するため

の実質的公平の原理としての公共の福祉に

よって必要最小限度でのみ許される 43。つ

まり他者を害する場合やその危害を防止す

る場合にのみ規制が許されるということで

ある。通説に従う限り，外国に知られるこ

とが好ましくない機微技術であっても，政

策的にその公表を差し止めることはできな

いばかりか，その公表に対して罰則を設け

ることもできないことになる。例えば，機

微技術を扱う企業が，外国によって買収さ

れ，わが国の安全を脅かしうる技術を公開

天  野  聖  悦
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してしまった場合，これに対処することが

できないのである。

もっとも，通説においては公共の福祉の

内容として，国家的利益の保護が考慮され

たことがない 44。安全保障上の技術と民生

技術との区別が困難となっている現代にお

いては表現の自由に対する規制について再

考すべき点があろう。それまでは，可能な

限り魅力的な条件によって民間を惹きつけ

国家機関との共同開発として秘密を強固な

ものとするか 45，発明者の倫理観や国家観

にゆだねるほかない。

5　おわりに

特許は政策的に付与されるものであるか

ら，既存の自由及び権利を縮小する法改正

であっても，それが憲法の平等原則に反し

ない限りで許容される。したがって，秘密

とされうる特許の範囲が事前に示されてお

り，秘密に指定された場合には補償がなさ

れるのであれば，秘密特許制度の導入は法

的に問題ない 46。
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が提供している外国産業財産権制度情報におい

て特許関連法の内容を確認できた 69 カ国のう

ち，51 カ国が秘密特許制度を導入している。

6　 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説 第 13 版（オ

ンデマンド版）』（有斐閣，2001 年）13 頁

7　 吉藤・前掲書（注 6）13 頁

8　 吉藤・前掲書（注 6）14 頁

9　 高橋和之編『新版 世界憲法集 第 2 版』（土井真

一訳）

10   國生一彦『アメリカの憲法成立史』（八千代出

版，2015 年）278-279 頁

11   https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations 

/2638/（2020.11.16 確認）

12   天主に由来する自然法の思想を否定し，財産を

共有するはずの社会主義や共産主義の国家で

あっても特許制度を採用していることは，特許

は自然法を根拠とする必要はないことを示して

いる。

13   澤井智毅「特許制度の役割と今後の展望」 tokugikon, 

No.283 (2016) 86 頁

14   紋谷暢男『注釈特許法』（有斐閣，1986 年）7 頁も，

特許制度が「資本の原則の動きの渦中に存在す

る」ことを指摘している。尾高朝雄は，唯物史

観は法や政治の「窮極に在るもの」を経済に求

めたと評したが（尾高朝雄『法の窮極に在るも

の 新版』（有斐閣，1965 年）173 頁），まさに特

許制度は経済の力によって作り出された法制度

であるといえよう。

15   吉藤・前掲書（注 6）9 頁

16   紋谷・前掲書（注 14）3 頁

秘密特許制度について－憲法的視点から－
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17   吉藤・前掲書（注 6）9 頁

18   紋谷・前掲書（注 14）4 頁

19   吉藤・前掲書（注 6）9 頁は，理論上の欠陥と

して簡潔に，①特許権が最先発明者又は最先出

願人にのみ付与されること，②発明をしても特

許出願をしない者には特許が付与されないこ

と，③一国で付与された特許はその国限りであ

るとの原則（属地主義）をあげている。

20   中山信弘『特許法 第 4 版』（弘文堂，2019 年）

573-575 頁によれば，先使用権については，衡

平の観点を中心に，国民経済的な配慮をしつつ

政策的観点から妥当な結論を導くべきとしなが

ら，なお，理論的な研究も必要であるという。

筆者も，後日，あらためてこの問題について憲

法的視点から考察してみたい。

21   知的作用によって生み出された製品としての発

明だけでなく，それを生み出す無体の「情報」

に対する所有権というのは馴染みがないかもし

れないが，Randolph J. May & Seth L. Cooper, The 

Constitutional Foundations of Intellectual Property, 

P.26-28 (2015) を引用する川北武長「憲法に知財

法の原理条項を加える意義」パテント , Vol.71, 

No.6（2018）5 頁によれば，「当時は『知的財

産 (Intellectual Property)』という言葉は知られ

ていなかったが，米国憲法の主な起草者である

ジェームス・マジソン（後の第 4 代大統領）は，

人間の知能による『労働の果実』について，ロッ

クの言う『広義の Property』ほど，ぴったり当

てはまる非実体物の財産（知的財産）を表す言

葉はないと述べている」という。所有の概念を

論理付けたロックによれば，自然状態において

は果実や動物は人々の共有であって，それだけ

では誰も他の人々を排斥して私的支配すること

はできないけれども，それを採取するという労

働を混じえることで，他の人々の共有を排斥し

うる所有権を得るという（市民政府論第 26 節

以下）。したがって発明が「自然法則を利用し

た技術的思想の創作」であるとき，その発明は

自然に対して思想という労働力を混じえたもの

として，発明者がそれを専有することが認めら

れることになるのである。他方，発明という労

働力を投下せずに，模倣によって製品だけを完

成させた者はなんら権利を有しないということ

ができるから，自然権説に基づき，発明にかか

るノウ・ハウを保護することは国家の義務とも

いえよう。

22   吉藤・前掲書（注 6）24 頁

23   吉藤・前掲書（注 6）24 頁

24   吉藤・前掲書（注 6）25 頁

25   農商務省工務局『専売特許願人心得』（1885 年）

11 頁

26   櫻井・前掲論文（注 4）13 頁

27   ちなみに，Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz (De 

Gruyter Kommentar, 2016), S. 1186. によれば，ド

イツでは 1877 年の特許法に秘密特許の原型が

あるという。

28   青山武憲『新訂 憲法』（啓正社，2000 年）235

頁

29   別府丑太郎『特許法釈義』（博文館，1900 年）

49 頁

30   1909 年の特許法では，政府が特許を受ける権利

を収用できることが規定された。1921 年の特許

法では，規定の順序において，公益上の必要性

よりも，軍事上の秘密が優先されている。

31   清水伸『逐条日本国憲法審議録 第 2 巻（オンデ

マンド版）』（有斐閣，2012 年）467 頁

32   学問の自由については，占領という特殊な状況

下で原子力や航空科学に関する研究が禁止され

ていたことはともかく，その後は，制限を受け

ないものと考えらえてきたが，こんにち，「ヒト

に関するクローン技術等の規制に関する法律」

にみられるように一定の制限が課されている。

天  野  聖  悦
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このことから，発明の自由についても，その内

容如何によっては規制されることはありうる。

33   清水・前掲書（注 31）470-471 頁

34   清水・前掲書（注 31）702-703 頁

35   川北・前掲論文（注 21）3 頁以下。同論文では，

現行特許制度は，発明の利用を優先するもので，

発明者の権利が軽視されているとし（6 頁），憲

法に知的財産法の原理条項を加えるべきとす

る。

36   中山・前掲書（注 20）152-153 頁

37   Busse/Keukenschrijver: a.a.O., S.1187. は，特許が

秘密とされることは発明者や特許申請者にとっ

て不利益となる面もあるが，発明が「絶対的ノ

ウ・ハウ (absoluter Know-how Schutz)」として保

護されるという利益もあるという。

38   田上穣治『憲法入門』（青林書院新社，1977 年）

51-52 頁

39   補償については，ドイツ特許法 55 条，アメリ

カ特許法 183 条も規定する。

40   財務省によると，平成 30 年度末における，国

以外の者と共有している特許を含む国有特許は

908 件あるが，そのうち防衛省が 344 と 3 分の

1 以上を占める。

https://www.mof.go.jp/national_property/list/patent/

index.htm（2020.11.16 確認）

41   ドイツ特許庁「Patente und Gebrauchsmuster für 

Staatsgeheimnisse」https://www.dpma.de/docs/

patente/geheimschutz.pdf（2020.11.16 確認）なお，

国家機密となりうるのは特許および実用新案だ

けであり，商標や意匠は国家機密となりえない

ことも記載されている。

42   外国における出願の制限については，ドイツ特

許法 52 条，アメリカ特許法 184 条も規定する。

43   芦部信喜・高橋和之補訂『憲法 第 7 版』（岩波

書店，2019 年）101 頁

44   渋谷秀樹『憲法 第 3 版』（有斐閣，2017 年）

169 頁は，これを指摘し，「権利の享有自体が国

家の存立を前提としている以上，権利は『国家

的利益の保護』を根拠として制約をこうむるこ

とが当然ある」という理解と，「明治憲法の下

で，国家的利益の保護という名において憲法上

の権利に重大な制約を課したことの経験と反省

に立って現行憲法が成立したという事情を前提

とすれば，侵害原理から派生する根拠以外のも

のを『公共の福祉』の内容として語ってはなら

ない」という理解の 2 つが成り立ちうるとする。

このいずれの立場にあるのかを明確にする論者

は少ないようであるが，田上・前掲書（注 38）

83-87 頁は，国の利益を守るために，公共の福

祉の原理が使えることを述べている。

45   例えば，防衛省の安全保障技術研究推進制度は，

受託者による研究成果の公表を制限せず，また

研究成果を秘密に指定することはないが，秘密

特許とする共同開発の制度も検討すべきではな

いだろうか。ところで，この安全保障技術研究

推進制度に対して，日本学術会議は「軍事的安

全保障研究に関する声明」（2017 年 3 月 24 日）

の中で「将来の装備開発につなげるという明確

な目的に沿って公募・審査が行われ，外部の専

門家でなく同庁内部の職員が研究中の進捗管理

を行うなど，政府による研究への介入が著しく，

問題が多い。」と指摘している。しかし，この

制度は，政府が科学者に特定の研究を強いるも

のではない。政府・防衛省と科学者との対等

の契約によって実施されるものである。科学者

が自らの意志で政府の提示する条件のもとでの

研究を受け入れるのであれば，それは研究の自

由を侵害するものではない。科学者が政府の提

示する条件に合意できないのであれば，この制

度は利用できないが，そのことは研究の自由を

侵害するものでもない。いずれにせよ政府から

の強制とならない以上，個々の科学者がその倫

－ 11 －
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理観あるいは信念にもとづいて安全保障技術研

究に参画する自由は，日本学術会議が重視する

「研究の自主性・自律性」を損なうものではな

い。これは政府との共同開発が秘密特許となる

ものであっても同様である。「学術研究がとり

わけ政治権力によって制約されたり動員された

りすることがあるという歴史的な経験」（同声

明）から，もし，科学者が軍事分野であれ民生

分野であれ，政府によって意に沿わない研究を

強いられるようなことがあれば，日本学術会議

は「科学者の総意」（日本学術会議法前文）と

して，権力から科学者を防御することが期待さ

れよう。そうでない限り，日本学術会議の方針

と異なる研究に進む科学者があっても，それは

個々の科学者の「研究の自主性・自律性」に委

ねられるのである。

46   産業構造審議会通商・貿易分科会「安全保障貿

易管理小委員会中間報告」2019 年 10 月 8 日付

が述べるように，機微技術の流出を防止すると

いう目的を達成するには，秘密特許によるだけ

でなく，外為法に基づく対内直接投資管理や輸

出管理の強化，研究者や留学生のビザ審査の厳

格化，外国政府・機関からの資金支援等に対す

る報告要請なども必要である。

－ 12 －
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